
【
電
気
料
金
自
由
化
の
経
緯
】

　
平
成
十
二
年
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
電
気
料
金
の
自
由
化
は
、
当
初
、
使
用
す
る
電

気
が
特
別
高
圧
で
二
千
ｋ
Ｗ
以
上
の
需
要
家
（
大
規
模
工
場
や
デ
パ
ー
ト
等
）
を
対
象

に
既
存
の
電
力
会
社
や
新
た
な
発
電
会
社
と
競
争
の
中
で
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
制
度

で
し
た
。
そ
の
後
、
平
成
十
六
年
度
に
は
高
圧
で
五
百
ｋ
Ｗ
以
上
の
中
規
模
な
工
場
や

ス
ー
パ
ー
な
ど
が
対
象
に
、
平
成
十
七
年
度
は
高
圧
で
五
十
ｋ
Ｗ
以
上
の
中
小
ビ
ル
や

小
規
模
な
工
場
な
ど
が
使
用
す
る
規
模
ま
で
段
階
的
に
電
気
料
金
の
自
由
化
を
進
め
て

き
ま
し
た
。（
沖
縄
電
力
㈱
の
自
由
化
は
当
初
二
万
ｋ
Ｗ
、
六
万
ｖ
以
上
か
ら
始
ま
り
、

平
成
十
六
年
度
か
ら
特
別
高
圧
で
原
則
二
千
ｋ
Ｗ
以
上
の
需
要
家
に
拡
大
し
ま
し
た
。）

　
平
成
二
十
八
年
四
月
か
ら
は
沖
縄
電
力
㈱
を
含
め
た
全
て
の
地
域
で
最
後
の
規
制
対

象
で
あ
っ
た
低
圧
で
五
十
ｋ
Ｗ
未
満
で
あ
る
一
般
家
庭
や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
の
需
要
家
へ

の
料
金
の
選
択
が
自
由
と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
電
気
は
、全
国
十
箇
所
の

一
般
電
力
会
社
が
地
域
を
独
占
し
て
発

電
し
た
電
気
を
送
電
し
配
電
・
降
圧
し

た
も
の
を
販
売
し
て
い
ま
し
た
。電
力
シ

ス
テ
ム
改
革
で
は
、平
成
二
十
八
年
四
月

か
ら
は
次
の
よ
う
な
内
容
で
改
革
さ
れ

料
金
選
択
の
自
由
化
が
進
み
ま
す
。

○
ポ
イ
ン
ト
１
．

　

最
後
の
規
制
対
象
で
あ
っ
た
低
圧
で

五
十
ｋ
Ｗ
未
満
で
あ
る
一
般
家
庭
や
コ

ン
ビ
ニ
な
ど
の
需
要
家
へ
の
料
金
選
択

が
自
由
化
と
な
り
ま
す
。

○
ポ
イ
ン
ト
２
．

　

発
電
部
門
は
発
電
事
業
者
、
送
配
電

部
門
は
送
配
電
事
業
者
、
小
売
部
門
は

小
売
電
気
事
業
者
に
分
か
れ
、
ど
の
地

域
か
ら
で
も
、
ど
の
発
電
所
か
ら
で
も

自
由
に
安
い
電
気
を
買
い
入
れ
る
こ
と

が
可
能
と
な
り
、既
存
の
電
力
会
社
（
小

売
部
門
）
と
新
た
な
小
売
電
気
事
業
者

の
電
気
料
金
メ
ニ
ュ
ー
を
比
較
し
選
択

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

一
．
発
電
事
業
者

　

こ
れ
ま
で
の
大
手
電
力
会
社
の
発
電

部
門
と
、
大
型
の
自
家
用
発
電
設
備
を

持
ち
余
剰
電
力
が
あ
る
製
造
工
場
や
、

蓄
電
池
を
併
用
し
た
大
規
模
な
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
っ
て
安
定
的
に
販

売
す
る
発
電
事
業
者
な
ど
が
競
争
す
る

こ
と
で
安
い
電
気
を
小
売
電
気
事
業
者

へ
卸
す
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。

二
．
送
配
電
事
業
者

　

ま
た
、
送
配
電
線
は
既
存
の
電
力
会

社
が
引
き
続
き
送
配
電
事
業
者
（
五
年

後
を
め
ど
に
別
法
人
と
し
て
分
離
を
予

定
）
と
し
て
管
理
し
、
新
規
参
入
の
小

売
電
気
事
業
者
が
同
様
に
利
用
し
競
争

出
来
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
送
配
電
線

の
使
用
料
を
公
平
な
料
金
で
設
定
す
る

よ
う
に
国
が
規
制
し
監
視
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。　

三
．
小
売
電
気
事
業
者

　

さ
ら
に
小
売
電
気
事
業
者
は
、競
争
す

る
発
電
事
業
者
か
ら
安
い
電
気
を
集
め

て
送
配
電
線
使
用
料
金
を
加
味
し
て
消

費
者
に
対
し
て
安
い
料
金
メ
ニ
ュ
ー
を

提
示
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
他
、
通
信
会
社
や
今
後
自
由
化

を
迎
え
る
ガ
ス
事
業
社
な
ど
と
パ
ッ
ク

商
品
と
し
て
よ
り
差
別
化
を
し
た
安
い

料
金
メ
ニ
ュ
ー
の
選
択
肢
が
広
が
る
こ

と
も
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
小
売
電
気
事
業
者
は
国
の
登

録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
契
約
を

結
ぶ
時
に
、
電
気
料
金
や
解
約
時
の
条

件
な
ど
を
消
費
者
に
十
分
説
明
す
る
義

務
が
あ
り
ま
す
。

※
小
売
電
気
事
業
者
の
登
録
一
覧
は
電
力
取
引

監
視
等
委
員
会
の
Ｈ
Ｐ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

電
力
シ
ス
テ
ム
改
革

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
～

機密性○

今年４⽉１⽇から電⼒の⼩売全⾯⾃由化が始まります︕

１

２

３

４

家庭でも電⼒会社を選べるようになります。
「○○地⽅出⾝だから○○地⽅の電⼒会社から買いたい」「今より安い電⼒会社に乗り換えたい」
全国レベルで⾃由に電気を売れるようにすることで、そんな声に応えます。

電気代を少しでも安く。
電⼒会社がもっと競争することで、発電⽤の燃料コストが上昇する中でも、電気代を最⼤限抑制します。

我慢の節電から、ライフスタイルに合わせた節電へ。
夏のお昼など、電気の使⽤のピークのときだけ料⾦が⾼くなり、他の時間帯は安くなる料⾦メニューが選べる
ように。無理なく省エネができて、お財布にもやさしい節電へ。

企業にとっても電気の選択肢が増えます。
コンビニや町⼯場でも電⼒会社やメニューを⾃由に選べるようになります。
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電力の小売全面自由化とそれに伴う
「電力取引監視等委員会」の設置について
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沖
縄
県
は
、
本
土
の
よ
う
に
北
海
道

か
ら
九
州
ま
で
の
送
電
線
が
繋
が
っ
て

電
気
の
融
通
が
行
え
る
体
制
が
な
く
、

ま
た
大
型
の
自
家
用
発
電
設
備
を
も
っ

た
大
規
模
な
工
場
等
も
な
く
、
県
内
の

需
要
量
も
限
ら
れ
て
い
る
な
ど
の
要
因

か
ら
競
争
原
理
が
働
き
づ
ら
い
環
境
に

な
っ
て
お
り
、
今
後
は
競
争
の
推
進
等

が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

電
力
シ
ス
テ
ム
改
革
は
、
規
制
の
撤

廃
を
通
じ
て
健
全
な
競
争
を
促
し
、
①

電
力
の
安
定
供
給
の
確
保
、
②
電
気
料

金
の
最
大
限
の
抑
制
、
③
需
要
家
の
選

択
肢
や
事
業
者
の
事
業
機
会
の
拡
大
を

実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

電
力
取
引
監
視
等
委
員
会
は
、
そ
の

改
革
の
一
翼
を
担
う
べ
く
、
電
力
市
場

の
厳
正
な
監
視
及
び
適
正
取
引
・
競
争

ル
ー
ル
策
定
等
の
建
議
を
行
う
組
織
と

し
て
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
に
は
設
置

せ
ず
、
経
済
産
業
大
臣
直
属
の
機
関
と

し
て
平
成
二
十
七
年
九
月
に
設
立
さ
れ

ま
し
た
。

（
主
な
業
務
）

一
、
電
力
取
引
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
部
門

の
中
立
性
確
保
に
係
る
厳
正
な
監

視

　

・
報
告
徴
収
、
立
入
検
査
、
事
業
者

へ
の
業
務
改
善
勧
告
、
料
金
の
審

査
、
あ
っ
せ
ん
／
仲
裁　

等

二
、
電
力
取
引
等
に
係
る
ル
ー
ル
づ
く

り

　

・
適
正
取
引
や
各
種
行
為
規
制
等
の

ル
ー
ル
の
原
案
を
作
成
し
、
経
済

産
業
大
臣
へ
建
議

　

ま
た
、
今
年
四
月
か
ら
は
、
来
年
度

（
平
成
二
十
九
年
四
月
）
か
ら
実
施
さ
れ

る
ガ
ス
シ
ス
テ
ム
改
革
に
先
だ
っ
て
の

手
続
き
審
査
を
当
該
委
員
会
が
行
う
た

め
、「
電
力・ガ
ス
取
引
監
視
等
委
員
会
」

と
組
織
改
編
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

各
地
方
経
済
産
業
局
（
沖
縄
総
合
事

務
局
経
済
産
業
部
）
で
は
、
委
員
会
か

ら
委
任
を
受
け
て
電
力
取
引
の
監
視
等

業
務
を
行
う
部
署
と
し
て
平
成
二
十
七

年
九
月
に
「
電
力
取
引
監
視
室
」
が
設

置
さ
れ
ま
し
た
。

（
主
な
業
務
）

一
、一
般
電
気
事
業
者
に
対
す
る
監
査

二
、
電
気
事
業
者
に
対
す
る
報
告
徴
収
・

立
入
検
査

三
、
特
定
供
給
の
許
可
に
あ
た
っ
て
の

審
査

四
、
苦
情
・
相
談
対
応

　

な
お
、
電
力
取
引
監
視
室
に
お
い
て

も
今
年
四
月
か
ら
は
組
織
改
編
に
よ
り

「
電
力
・
ガ
ス
取
引
監
視
室
」
と
な
り
ま

す
。

　

平
成
二
十
八
年
四
月
か
ら
、
国
の
登

録
を
受
け
た
小
売
電
気
事
業
者
か
ら
電

気
を
購
入
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

沖
縄
県
内
の
課
題

電
力
取
引
監
視
等
委
員
会
に
つ
い
て

地
方
局
に
電
力
取
引
監
視
室
の
設
置

最
後
に

消
費
者
の
皆
様
は
事
業
者
か
ら
十
分
に

説
明
を
聞
い
た
上
で
契
約
を
結
ぶ
よ
う

に
お
願
い
し
ま
す
。

　
　

　
○
経
済
産
業
省
電
力
取
引
監
視
等
委
員
会
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○
内
閣
府
沖
縄
総
合
事
務
局
経
済
産
業
部

電
力
取
引
監
視
室
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機密性○電力取引監視室の設置

経済産業大臣

内部部局 電力取引監視等委員会（※） 資源エネルギー庁

沖縄総合事務局
経済産業部

政策課

エネルギー対策課

電力事業係

電力取引監視室

事務局
（３課）

○新組織の設立のタイミング（平成２７年秋頃）で、「新組織」業
務を担当する部署として「電力取引監視室」を設置。

※ガス・熱の業務が追加されるタイミングで「電力・ガス取引監
視室（仮称）」へ名称変更予定。

○その際、電力の振興業務も担当するエネルギー対策課から
切り出し、政策課の下に設置。

※ガス・熱の業務が追加されるタイミングで『電力・ガス取引監視等委員会』となる。

経済産業局における新たな室の設置

電
力
小
売
全
面
自
由
化
に
係
る

消
費
者
の
お
問
い
合
せ
先

機密性○

万が⼀、悪質な事業者がいたら

例えば・・・

「国の登録を受けていないのに『国の登録を受けた』といって営業をしている事業者がいる」

「『○○電⼒より５％安く電気を売ります』と⾔われたのに、それより⾼い料⾦を請求された」

「『今より安く電気を売るから１年分前⾦を』と⾔われて⽀払って以降、連絡が付かない」

「契約時に説明を受けていない費⽤について負担を求められた」

「解約を申し出たところ、法外な解約料を請求された」

「解約を申し出たところ、嫌がらせや脅しを受けた」

「『電気と○○のセットにすれば安くなる』と⾔われ、求めていない商品をセット販売された」

「苦情や問合せをしてもまともに対応してくれない」 など悪質な事業者がいたら・・・

こ ち ら ま で
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